
■議案第４２号 町道路線の廃止について 

【要旨】 

道路法第１０条第３項の規定に基づき、町道路線を廃止することについて議会の議

決を求めようとするものです。 

 

[東大奈路線] 

本路線は、当地区に計画されたホテル等への進入路として認定されたもので、地域

住民の雇用も期待されることから高知県の産業振興計画に位置付け、事業者と連携し

て整備を行う予定となっていましたが、計画が中止されたため、道路台帳から削除す

るものです。 

 

 路線概要 

整 理 番 号 ６８９ 延 長 

路 線 名 東大奈路線 

１７０ｍ 起 点 東大奈路字丸山５１３－１１ 

終 点 東大奈路字源太夫谷５１９ 

 

【根拠法令】 

四万十町町道の認定基準に関する規程（抜粋） 

（認定基準） 

第２条 前条の認定に当たっては、次に掲げる基準によるものとする。 

(１) 公共施設への連絡路であるもの 

(２) 港、駅等への連絡路であるもの 

(３) 隣接市町村への連絡路であって重要であるもの 

(４) ３戸以上の集落への連絡路であって生活道として重要であるもの 

(５) 人家密集地帯の連絡路であって生活道として重要であるもの 

(６) 国道及び県道との連絡上重要であるもの 

(７) 町道間の連絡上重要であるもの 

(８) ３戸以上の住宅が接しているもの 

(９) 前各号に掲げるもののほか、行政上特に認定の必要があるもの 

 


